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令和３年 第５回浅口市農業委員会議事録 

 

 令和３年５月１４日浅口市役所３階会議室に、浅口市農業委員会を招集する。 

 

招集委員は次のとおり        

 農業委員１１名 農地利用最適化推進委員１３名 

議席番号 氏     名 出欠 担当区域 氏     名 出欠 

１ 問 田 一 男 出 金光１ 原 田 恒 明 出 

２ 欠員 － 金光２ 鍋 谷 恒 久 出 

３ 友 田 陽 勝 出 金光２ 安 田 文 彦 出 

５ 古 川 秀 昭 出 金光３ 友 田 一 美 出 

６ 佐 藤 和 博 出 金光３ 菰 口 清 司 出 

７ 西 本 健 次 出 鴨方１ 吉 川 孝 之 出 

８ 虫 明 祝 典 出 鴨方１ 杉 本 正 彦 出 

９ 虫 明 伸 吾 出 鴨方２ 横 山 栄 治 出 

１０ 山 下 康 朗 出 鴨方２ 西 山 富 雄 出 

１１ 渡 邊   豊 出 鴨方３ 高 井 基 次 出 

１２ 梶 原 めぐみ 出 鴨方３ 山 下 眞 治 出 

１３ 岡 田 直 樹 出 寄島１ 髙 淵 末 孝 出 

 寄島２ 大 島 明 敏 出 

 事務局 

    局長 畝山 善生    書記 谷口 輝昭 

        

 会議に付した議案等 

日程第１  議事録署名委員の指名 

 

日程第２  会期の決定 

 

日程第３  議 事 

  議案第１３号 農地法第３条の規定による許可申請について 

  議案第１４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

  議案第１５号 農用地利用集積計画について 

 

日程第４  報告事項 

  報告第１１号 農地法第１８条の規定等による合意解約通知について 

  報告第１２号 農地法施行規則該当転用届について 

  報告第１３号 形状変更届について 

 

日程第５  その他 

  ・ 次回の委員会（令和３年６月１５日（火））
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     開会（午後１時３０分） 

議 長  それでは、ただいまの出席委員は１１名です。定足数に達しておりますので、これ

より令和３年第５回浅口市農業委員会を開催いたします。 

 なお、推進委員は１３名の参加であります。 

 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 本日の議事録署名委員は、浅口市農業委員会会議規則第１２条第２項の規定によ

り、議長において１番問田委員、３番友田委員を指名します。 

 日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

 会期は本日１日としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、会期を本日１日とします。 

 日程第３、議事に移ります。 

 議案第１３号農地法第３条の規定による許可申請について議題とします。 

 ５０８番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  議案書は２ページになります。 

 議案第１３号農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和３

年５月１４日提出。 

 番号５０８番の土地の所在地は全て鴨方町六条院西です。 

 ５０８の１、田、４４１平米。 

 ５０８の２、田、１１６平米。 

 ５０８の３、田、７９平米。 

 ５０８の４、田、２４平米。 

 譲受人は、岡山市中区、７６歳、農業。譲渡し人は、兵庫県姫路市、６５歳、会社

員。譲受け、譲渡しの理由は贈与です。 

 譲受人は、取得に必要な下限面積など問題がなく、取得後も全ての農地を利用する

と認められます。 

 以上のことから、許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  それでは、私から補足説明をいたします。 

 位置図は、１ページ、２ページに載っております。 

 ローム・ロジステックという会社の、県道を挟んで東側に位置します。譲渡人と受

け取るほうは本家分家の関係でありまして、草刈り等で管理をして、現在何も植えて

おりません。草刈りで管理をしております。よろしくご審議のほうをお願いいたしま

す。 

 ただいま説明しました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５０８番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 
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議 長  異議なしと認め、許可することに決定いたします。 

 続きまして、５１３番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号５１３、土地の所在地、金光町占見。田、２９７平米。 

 譲受人、金光町占見、６１歳、会社員兼農業。譲渡し人は、金光町占見、５９歳、

教員。譲受け理由は増反、譲渡し理由は労力不足です。 

 譲受人は、取得に必要な下限面積など問題がなく、取得後も全ての農地を利用する

と認められます。 

 以上のことから、許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、鍋谷委員、補足説明をお願いします。 

委 員  場所は、金光のすし丸より１００メートル西の道路沿いにあります。何ら問題はな

いと思います。よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５１３番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、５１４番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  ５１４の１、土地の所在地、鴨方町小坂西。田、１５９平米。 

 ５１４の２、土地の所在地、鴨方町小坂西。畑、５４６平米。 

 譲受人は、鴨方町小坂西、６１歳、会社員兼農業。譲渡し人は、鴨方町小坂西、９

３歳、農業。譲受け理由は増反、譲渡しの理由は労力不足です。 

 譲受人は、取得に必要な下限面積など問題がなく、取得後も全ての農地を利用する

と認められます。 

 以上のことから、許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  ９番虫明委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ９番虫明です。 

 この場所は、地図で言ったら５ページ、６ページになります。 

 場所は、昔あった農協の西支所から１キロぐらい北のほうになります。ここの●●

さんという人が施設に入ったもんで、近所に住んでいる、この息子さんがもう相続放

棄をするということで、近所なんで、それなら私がというので話がまとまったみたい

です。よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５１４番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 
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 続きまして、５１８番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号５１８、土地の所在地、鴨方町六条院中。田、２８３平米。 

 譲受人は、鴨方町六条院中、６６歳、特別職地方公務員兼農業。譲渡し人は、鴨方

町六条院中、６８歳、農業。譲受け理由は増反、譲渡し理由は労力不足です。 

 譲受人は、取得に必要な下限面積など問題がなく、取得後も全ての農地を利用する

と認められます。 

 以上のことから、許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  それでは、私から補足説明をいたします。 

 位置図は、７ページ、８ページです。 

 ２号線より南へ２００メートル、ホームセンターから約１００メートルのところに

位置します。現在は草刈り等で管理をしております。よろしくご審議のほどお願いい

たします。 

 ただいま説明をいたしました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５１８番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、５１９番の件について、事務局の説明を求めます。 

 番号５１９、土地の所在地、金光町占見。畑、２４５平米。 

 譲受人は、金光町占見、７１歳、法人役員兼農業。譲渡し人は、金光町占見、８２

歳、無職。譲受け、譲渡しの理由は贈与です。 

 譲受人は、取得に必要な下限面積など問題がなく、取得後も全ての農地を利用する

と認められます。 

 以上のことから、許可要件を満たしていると考えられます。 

議 長  次に、鍋谷委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ２番鍋谷です。 

 場所は、金光のすし丸より北７０メートル、三和保育園というのがあります。それ

よりまだ７０メートル上がったところの前へ金地池という池がありますが、池のちけ

えところにありまして、これも何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５１９番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 議案第１４号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題とします。 

 ５１７番の件について、事務局の説明を求めます。 
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事務局  議案は３ページになります。 

 議案第１４号農地法第５条の規定による許可申請について（所有権移転）。令和３

年５月１４日提出。 

 番号５１７、土地の所在地、鴨方町六条院中。田、４３７平米。 

 譲受人は、鴨方町六条院中、３５歳、会社員。譲渡し人は、鴨方町六条院中、６８

歳、農業。転用目的は、一般住宅。居宅１棟１４０．３４平米。木造平家建て瓦ぶ

き、建蔽率は３２．１１％です。農地区分は３種です。事業規模など一般基準上も問

題ありません。 

 以上のことから、許可要件を満たしていると考えられます。 

 なお、転用後の地目は宅地です。 

議 長  それでは、私の担当地区ですので、説明をさせていただきます。 

 位置図は７ページ、８ページ、前ページの５１８番の件の横になります。 

 周りはほとんど宅地化されておりまして、現在は草刈り等で管理をしております。

周りがほとんど宅地ですので、別に問題ないと思います。よろしくご審議のほどお願

いします。 

 ただいま説明しました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５１７番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 続きまして、５１５番と５１６番は関連がありますので、一括して事務局の説明を

求めます。 

事務局  議案書は４ページになります。 

 農地法第５条の規定による許可申請について（使用貸借権設定）。令和３年５月１

４日提出。 

 番号５１５、土地の所在地、鴨方町鴨方。登記地目、田、現況地目、畑。面積３３

２平米。 

 貸出人は、鴨方町鴨方、５８歳、会社員兼農業。 

 番号５１６の１、土地の所在地、鴨方町鴨方。畑、６６平米。 

 ５１６の２、土地の所在、鴨方町鴨方。畑、面積１０平米。 

 貸出人は、鴨方町鴨方、８６歳、農業。 

 借受人は、いずれも倉敷市四十瀬、３１歳、準公務員外１名。転用目的は、一般住

宅。居宅１棟９１．２９平米。木造２階建てスレートぶき、駐車場２台２５平米。建

蔽率は２３．８４％です。農地区分は２種ですが、当該転用目的を達成できる他の土

地はありません。事業規模など一般基準上も問題ありません。 

 以上のことから、許可要件を満たしていると考えられます。 

 なお、転用後の地目は宅地です。 
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議 長  次に、６番佐藤委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ６番佐藤です。 

 地図は１１ページ、１２ページになります。 

 場所は、鴨方インター南交差点から南へ２００メートルのところに位置します。こ

の借受人は、親子関係あるいは親子、孫の関係になりますので、別に問題ないかと思

われます。この土地の周りはもう全て今宅地になっておりますので、何ら問題ないか

と思います。ご審議よろしくお願いします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、５１５番と５１６番の件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、許可することに決定をいたします。 

 議案第１５号農用地利用集積計画についてを議題とします。 

 それじゃあ、お願いします。事務局の説明をお願いします。 

事務局  議案書は５ページになります。 

 議案第１５号農用地利用集積計画について。令和３年５月１４日提出。 

 説明をいたします。 

 今回の議案番号は、年度更新のため、９９番、１００番と１番、２番の４件であり

ます。それぞれにつきまして、農業者年金の経営移譲年金特例対象農地及び相続税等

納税猶予対象特例農地ではございません。また、全て農業従事者も確保されており、

農業経営に必要な農機具も所有しております。 

 利用権設定を受ける者は４名、農地は９筆、全てが新規です。いずれも農業経営基

盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしております。 

 次に、６ページに移ります。 

 地目別設定面積は、田６，２５３平方メートルのみとなります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑なしと認めます。 

 それでは、この件についてご異議ありませんか。 

委 員  異議なし声 

議 長  異議なしと認め、承認することに決定をいたします。 

 日程第４、報告事項に移ります。 

 報告第１１号農地法第１８条の規定等による合意解約通知についてを議題としま

す。 

 事務局の説明を求めます。 

事務局  議案書は７ページになります。 
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 報告第１１号農地法第１８条の規定等による合意解約通知について。令和３年５月

１４日提出。 

 番号５０４、土地の所在地、鴨方町六条院西。田、５７２平米。 

 借受人は、鴨方町六条院西、８５歳、農業。貸出人は、鴨方町六条院西、８５歳、

農業。合意年月日、引渡年月日は令和３年４月１日です。 

 番号５０５、土地の所在地は全て鴨方町本庄です。 

 ５０５の１、田、５２２平米。 

 ５０５の２、田、６０２平米。 

 ５０５の３、田、５６６平米。 

 ５０５の４、田、１，４８６平米。 

 借受人は、鴨方町本庄、７９歳、農業。貸出人は、鴨方町本庄、５１歳、公務員兼

農業。合意年月日、引渡年月日は令和３年４月５日です。 

 番号５０６、土地の所在地、鴨方町本庄。田、１９０平米。 

 借受人は、鴨方町本庄、６５歳、無職。貸出人は、鴨方町本庄、５１歳、公務員兼

農業。合意年月日、引渡年月日は令和３年４月８日です。 

 番号５２０、土地の所在地、鴨方町小坂西。田、２２３平米。 

 借受人は、岡山市南区、８４歳、無職。貸出人は、鴨方町小坂西、８１歳、農業。

合意年月日、引渡年月日は令和３年４月１８日です。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

 報告第１２号農地法施行規則該当転用届についてを議題とします。 

 ５０１番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  議案書は８ページになります。 

 報告第１２号農地法施行規則該当転用届について。令和３年５月１４日提出。 

 番号５０１、土地の所在、金光町大谷。畑、２９７平米のうち７６平米。 

 申請人は、金光町大谷、６９歳、農業。施設の概要は、農業用倉庫１棟、５４．６

０平米。軽量鉄骨造平家建てガルバリウム鋼板ぶき。農地区分は３種です。 

議 長  ５０１番の件について、古川委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ５番古川です。 

 この件は、位置図の１３ページ、１４ページになりますが、金光駅の南の里見川を

挟んで、里見川の南側の土手の下のところになります。行ったらば、ちょうど２００

メートルほど南のほうになりますが、本人の住宅の続きのところで別に問題ないかと

思いますが、よろしくお願いいたします。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

 続きまして、５１０番の件について、事務局の説明を求めます。 
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事務局  番号５１０、土地の所在、鴨方町六条院西。地目、畑。１６５平米のうち９平米。 

 申請人は、広島県広島市、携帯電話事業者。施設の概要は、携帯電話無線基地局１

基９平米。農地区分は２種です。 

議 長  それでは、私から説明をさせていただきます。 

 位置図は、１５、１６ページになります。 

 場所は、県道矢掛寄島線、今現在インターを建設中ですが、その近くであります。

旧六条院西農協、今はコンビニになっておりますが、それより北へ８０メートルのと

ころであります。携帯電話の無線基地局となる予定です。別に問題ないと思います

が、よろしくご審議のほうをお願いいたします。 

 ただいま説明をいたしました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

 続きまして、６９３番の件について、事務局の説明を求めます。 

事務局  番号６９３、土地の所在、金光町占見新田。登記地目、田、現況地目、畑。面積４

２５平米のうち２．２５平米。 

 申請人は、東京都世田谷区、携帯電話事業者。施設の概要は、携帯電話無線基地局

１基２．２５平米。農地区分は２種です。 

議 長  次に、鍋谷委員、補足説明をお願いします。 

委 員  ２番鍋谷です。 

 場所は、金光大橋、国道２号線からずっと下りて北へ、線路の上を越して、ずっと

橋になって、平たん地へ下りたところがこの場所であります。何ら問題ないと思いま

す。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

 報告第１３号形状変更届についてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

事務局  議案書は９ページになります。 

 報告第１３号形状変更届について。令和３年５月１４日提出。 

 番号５０７、土地の所在、鴨方町本庄。田、１９０平米。 

 申請人は、鴨方町本庄、５１歳、公務員兼農業。変更理由は、田を畑にするため５

０センチの盛土をするものです。 

議 長  ただいま説明がありました。質疑はありませんか。 

委 員  なし声 

議 長  質疑はないようですので、報告を受けたこととします。 

 日程第５、その他に移ります。 

 事務局から報告等がありましたらお願いします。 

事務局  ①令和2年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について 
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事務局  ②令和3年度の目標及びその達成に向けた活動計画について 

 ③岡山県農業会議からの答申について 

④次回の委員会について 

議 長  それでは、以上で閉会といたします。 

  

  閉会（午後２時０２分） 

 

 



 

- 10 - 

  

 


